様式例３（ラベリングシステムの執行に関する説明資料）
（１）再使用不可ラベルを貼付する工程（設備、人員体制等を含む。）に関する資料
※１　一次容器に再使用不可ラベルを貼付する工程が分かる説明を示すこと。別紙可。

（２）再使用不可ラベルを貼付した一次容器のサンプル及びその画像を含む説明資料
※２　どのような仕組みにより、再使用不可ラベルが破壊せずに剥がすこと又は別の容器に移すことができないか、若しくは容器の開封が視覚的に確認できるかを説明すること。別紙可。

（３）ロット識別番号の管理体制に関する資料
※３　どのような仕組みにより、製品又はロットごとに、キャビアの種・出所・原産国、収穫年、包装又は再包装年月日が特定できるのかを説明すること。また「再包装」であり右の説明ができない場合には、どのような仕組みにより、製品又はロットごとにキャビアのワシントン条約の輸出許可書番号又は再輸出証明書番号が特定できるのかを説明すること。別紙可。

（４）二次容器に関する資料（画像を含む。）
※４　二次容器上にどのようにキャビアの正確な量を示すかを説明すること。別紙可。
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